
　項目ごとの実施率では、一番高いもので「市町村のごみ出しルールにしたがって分けた」が 89.9％、

二番目が「冷蔵庫の扉は、むやみに開閉しなかった」で 88.7％となり、この 2項目は昨年と順位は入

れ替わりましたが、同じ項目が上位となりま

した。

　その一方で、一番低いものは「テレビ画面の

明るさを下げた」が 16.2％となり、前回と同

じく実施率は低い結果となりました。

　全 20 項目の実施率を見ると、実施率の平均

は 57.3％となり、昨年の 60.4％と比べると

3.1％の減少となりました。

　地球温暖化防止については、一人ひとりの

認識および行動が重要です。地球の未来のた

め、少しでも温室効果ガス（二酸化炭素など）

の排出を抑える生活を心がけるようお願いし

ます。

　エコライフＤＡＹは、家庭の二酸化炭素排出量削減を目指し、省エネ・

省資源の生活を 1日体験する取組みです。

　何気なく過ごしている生活の中でも、心がけ次第で二酸化炭素排出量

を削減することができます。

問合せ　環境課☎（48）0331・（48）2226

エコライフＤＡＹ２０１５の取組結果

　7月 5日（日）～ 12 日（日）（※小・中学生、高

校生は7月5日（日））の実施に向け5月18日（月）

には、エコライフ

ＤＡＹ実行委員会

のみなさんと市長

が宣言式を行いま

した。

　今回の参加者数は 6,835 人、二酸化炭素削減

量は約 5,210 ㎏となりました。

　参加者数は昨年と比べると 15.2％の増加とな

りました。各取組項目や削減量の設定自体の見

直しが行われてはいますが、二酸化炭素削減量

も昨年度と比べると 29.6％の増加となってお

り、取組みとして大きな成果がありました。

順
位 チェック項目 基準値 実施率

1 市町村のごみ出しルールにしたがって分けた
(ビン・カン・ペットボトルなど） 115 ｇ 89.9％

2 冷蔵庫の扉は、むやみに開閉しなかった 64 ｇ 88.7％

3 部屋を出るときは、明かりを消した 38 ｇ 88.5％

4 他の用事をするときは、テレビを消した 24 ｇ 84.6％

5 ご飯やおかずを、残さず食べた 9ｇ 82.8％

6 お湯や水を流しっぱなしにしないで、こまめ
にとめた 82 ｇ 81.0％

7 シャンプーや台所用洗剤などは、使いすぎず
適量使った 72 ｇ 78.5％

8 冷房の設定温度をいつもより高くした（使わ
なかった） 143 ｇ 69.3％

9 冷蔵庫にものを詰め込み過ぎなかった 64 ｇ 61.9％

10 冷房の利用時間を 1時間減らした 89 ｇ 56.3％

　家庭では、さまざまなエネルギーが消費されます。その中でも二酸化炭素が多く排出されるのは電

気です。経済産業省「上手な省エネの方法」のサイトでは、エアコンやテレビなど省エネ家電の選び方

や効果的な使い方が紹介されてい

ますので、ご活用ください。

　今後も、家庭におけるエコライ

フスタイル推進にご協力をお願い

します。

※エコライフＤＡＹの取組結果の

詳細については、市ホームペー

ジ（http://www.city.satte.

lg.jp/）で公表しています。

▼エアコンのフィルターを掃除した。

▼テレビ画面の明るさを下げた。

▼テレビなど家電製品を使わないときは、主電源を切ったり、
　コンセントからプラグを抜いた。

▼野菜などの食料品は近くの産地のものを買った。

▼お風呂の残り湯を洗濯に使った

▼出かけるときは自動車に乗らずに、徒歩・自転車・バス・
　電車を利用した。

（151 ｇ・ひと夏で 828 円の節約）

（39 ｇ・1年で 702 円の節約）

（81 ｇ・1年で 1,451 円の節約）

（44g）

（16 ｇ・1年で 3,449 円の節約）

（309 ｇ・１年で 3,714 円の節約）

宣言式 参加者数・二酸化炭素削減量

項目ごとの取組み状況

みんなでエコライフを

※（　）内の数字は、1日に減らせる二酸化炭素量

今すぐできるエコライフ項目

▼項目ごとの取組み状況（一部抜粋・実施率順）

（8）



（9）

　市では、これまで「休日当番医」および「小

児の休日診療（冬期のみ）」を休日の午前中に

実施してきました。

　平成 27 年度から新たに、北葛北部医師会

にご協力をいただき、杉戸町との連携により、

インフルエンザなどが猛威を振るう冬期（12

月 1 日～翌年 3月 15 日までの日曜日、祝日、

年末年始）に、休日夜間診療を行います。

診療時間　午後 7時～ 10 時

電話受付　午後 6時 30 分～ 9時 30 分

診療科目　内科

※必ず電話照会の上、受診してください。

※お薬を飲んでいる場合は、薬剤情報カー

ド（薬の説明書）を持参してください。

とき 医療機関名 電話

12 月 6 日（日） 堀中病院 ☎(42)2081

12 月 13 日（日） 秋谷病院 ☎(42)2125

12 月 20 日（日） 秋谷病院 ☎(42)2125

12 月 23 日（祝） 堀中病院 ☎(42)2081

12 月 27 日（日） 堀中病院 ☎(42)2081

12 月 31 日（木） 秋谷病院 ☎(42)2125

平成 28年 1月 1日（祝） 堀中病院 ☎(42)2081

平成 28年 1月 2日（土） 秋谷病院 ☎(42)2125

平成 28年 1月 3日（日） 堀中病院 ☎(42)2081

冬期休日夜間診療を開始します

乗上げブロックなどの撤去
　車庫や駐車場の出入口前の道路に、車道との段差解消のため「乗上げブロックや鉄板スロープ」など

を置いていませんか？

　これら「乗り上げブロックなど」は通行の障害となり大変危険です。歩行者がつまずいたり、オート

バイや自転車の転倒事故を誘発したり、思わぬ事故の発生原因になりますので撤去してください。

※撤去後の段差解消工事の費用は個人の負担になります。

　なお、段差解消工事には申請が必要です。詳細については、お問い合わせください。

道路河川課からのお願い
問合せ　道路河川課☎（43）1111 内線 553、555・（42）9115

道路に張り出した枝の切取り
　みなさんの所有地にある植木の枝などが道路に張り出していませんか？

　公の場所である道路まで枝が伸びてしまうと、道幅を狭く感じさせ、通行上の安全

を確保する上で問題があります。これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生し

た場合には、所有者が責任を負わなければならなくなることもあります。

　道路を使う人はもちろん、快適に暮らすためにも、もう一度所有地を見回し、手入

れをしていただくようお願いします。

※自分で手入れができない場合は、シルバー人材センターなどに依頼して、有料で行ってもらう方法

もあります。

　道路の破損を放置しておくと、車両事故や歩行者がケガをしてしまう可能性があり非常

に危険です。

　市でも危険箇所の発見と補修に努めていますが、「道路に穴や陥没がある」「側溝のフ

タが壊れている」「ガードレールが壊れている」など、危険な場所を見かけたら、現地の

住所と目標物などをご確認の上、ご連絡ください。

道路に穴があいていたら

問合せ　健康増進課☎（42）8421・（42）2130


